
　国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）では，収益

の認識に係る会計基準としてＩＡＳ１８号「収

益」，ＩＡＳ１１号「工事契約」及びその解釈

指針が規定されている。一方，国際会計基準

審議会（ＩＡＳＢ），米国財務会計基準審議

会（ＦＡＳＢ）は２００２年のＩＦＲＳと米国会

計基準のコンバージェンスプロジェクトの合

意直後から収益認識プロジェクトに共同で取

り組んできたが，昨年１２月に討議資料「顧客

との契約における収益認識についての予備的

見解」（以下「討議資料」という。）を公表し，

従来の収益の認識について考え方を大幅に変

更する提案をした。

　わが国では，収益の認識に係る一般的な原

則として，「企業会計原則」に規定されてい

る売上高の計上基準が実務に適用されてきた。

また，ＩＦＲＳとのコンバージェンスを目的

として「工事契約に関する会計基準」等が公

表され，平成２１年３月３１日以後開始する事業

年度から適用されている。

　本稿では，現行のＩＦＲＳの収益の認識に

係る会計を解説するとともに，ＩＦＲＳを適

用する際の留意点を取り上げることにしたい。

また，前記の討議資料にみられる収益の認識

の新しいアプローチを紹介していくことにし

たい。なお，収益の会計処理については，収

益の測定，収益の表示（総額表示または純額

表示）の論点があるが，本稿では紙幅の関係

上対象としていないのでご留意いただきたい。

　また，文中の意見にわたる部分は，筆者の

個人的見解であることをあらかじめお断りし

ておく。

１　ＩＦＲＳにおける収益に係る

　会計基準の体系
　

　ＩＦＲＳでは，以下の収益認識に関連する

基準等が規定されている。

　フレームワークはＩＡＳ１８号，ＩＡＳ１１号

の基礎となっており，インカムを収益（ｒｅｖｅ-
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ｎｕｅ）と利得（ｇａｉｎ）を含むものとして定義

しており，前者には通常の事業活動で生じる

売上，手数料，配当等が含まれ，後者には通

常の事業活動以外で生じる非流動資産資産の

売却等が含まれるとしている（フレームワー

ク７４項～７６項）。

　フレームワークでは，インカムの認識は，

資産の増加または負債の減少に関連する将来

の経済的便益が発生し，かつ信頼性をもって

測定できる場合に認識するとされ，通常，イ

ンカムの稼得がフレームワークにおけるイン

カムの認識に該当するとしている（フレーム

ワーク９２項～９３項）したがって，図表１のよ

うにインカムの認識は経済的便益の発生の可

能性と測定の信頼性とを基礎とした稼得と整

理することができる。

　このようにフレームワークを基礎として，

ＩＡＳ１８号，ＩＡＳ１１号が規定されているが，

ＩＡＳ１８号はフレームワークの収益の会計処

理を規定したものであり，物品の販売，役務

の給付等について認識の基準が設けられてい

る。一方，ＩＡＳ１１号は工事契約にかかる収

益および原価を，建設工事が行われる複数の

会計期間に配分する会計処理を扱ったもので

ある。したがって，ＩＦＲＳにおけるインカ

ムの認識の適用関係は図表２のとおり整理で

きると考えられる。

２　物品の販売

　ＩＡＳ１８号は，物品の販売からの収益の認

識について，フレームワークでの収益認識の

要件である経済的便益の発生の可能性及び測

定の信頼性に加え，次の三つの要件を課して

いる（ＩＡＳ１８号１４項）。

　そして，通常，法律上の所有権の買い手へ

の移転により所有に伴う重要なリスク及び経

済価値が移転するが，次の場合は移転してい

るとはいえないとしている（ＩＡＳ１８号１６

項）。

１　収益認識に係る会計　

�　通常の保証義務に加え，履行が不十分

であった場合についての履行義務が売り

手に留保されている。

�　買い手の物品の再販売による収益が，

売り手の代金に充当されるという条件が

付されている。

�　物品の据付を条件に販売されているが，

売り手が据付を完了していない。

�　買い手に購入の取消の権利があり，返

品の可能性に不確実性がある。

【図表１】　インカムの認識

経済的便益の発生の可能性
稼　　得インカム（収益・利得）の認識

測定の信頼性

【図表２】　ＩＦＲＳのインカムの認識に関する会計基準の適用

ＩＡＳ１８号を適用通常の事業活動（物品の販売，役務の給付）
収　　益

インカム
ＩＡＳ１１号を適用工事契約

フレームワークその他

のＩＦＲＳを適用

利　　得

�　物品の所有に伴う重要なリスクおよび

経済価値の買手への移転

�　売り手が販売された物品に対して，所

有とみなされる程度の継続的な管理上の

関与及び有効な支配を保持していなこと

�　その取引に関連して発生したまたは発

生する原価の測定の信頼性



３　役務の給付

　役務の提供に関する取引の成果を，信頼性

をもって見積もることができる場合には，そ

の取引に関する収益は，期末日現在のその取

引の進捗度に応じて認識する，進行基準が適

用される。この場合も，フレームワーク収益

認識の要件である経済的便益の発生の可能性

及び測定の信頼性に加え，追加で次の２つの

要件を課している（ＩＡＳ１８号２０項）。

　なお，役務の提供に関する取引の成果を，

信頼性を持って見積もることができない場合

には，原価が回収可能と認められる範囲しか

収益が認識できない原価回収基準がとられる。

取引の初期の段階で取引の結果について信頼

できる見積ができない場合で発生した取引原

価を企業が回収する可能性が高い場合は，収

益は回収可能と見込まれる発生原価の部分に

ついてのみ認識する（ＩＡＳ１８号２６項，２７

項）。

４　工 事 契 約

　工事契約は，「単一の資産」，または「設計，

技術および機能若しくはその最終的な目的や

用途が密接に相互関連または相互依存してい

る複数の資産」の建設工事のために特別に交

渉される契約で，橋，建物，ダム，パイプラ

イン，道路，船，トンネル等の単一の資産や，

精製施設やその他の複合的な装置・機械の建

設工事が含まれる（ＩＡＳ１１号３項）。

　工事契約の結果が信頼性をもって見積るこ

とができる場合，工事契約収益および工事契

約原価は，その請負業務の期末日現在の進捗

度に応じて収益および費用として認識する

（ＩＡＳ１１号２２項）。

�　工事契約の結果が信頼性をもって見

積ることができる場合

　固定価格の契約の場合には，工事契約の結

果は，フレームワーク収益認識の要件である

経済的便益の発生の可能性及び測定の信頼性

に加え，フレーワークの収益の測定の信頼性，

発生の可能性以外に次の追加の条件が満たさ

れるときに，信頼性をもって見積ることでき

るとされている（ＩＡＳ１１号２３項）。

　この場合の契約の進捗度を決定する方法は

契約の性質により異なるが，一般的には以下

の方法が適用される（ＩＡＳ１１号３０項）。

�　工事契約の結果が信頼性をもって見

積ることができない場合

　工事契約の結果が信頼性をもって見積るこ

とができない場合には，収益は，発生した工

事契約原価のうち回収の可能性が高い部分に

ついてのみ認識し，かつ，工事契約原価は，

発生した期間に費用として認識する原価回収

基準が適用される（ＩＡＳ１１号３２項）。

　なお，ＩＡＳ１１号では原価加算契約も取り

扱っている（ＩＡＳ１１号２４項）が，基本的に

ＩＡＳ１８号の役務の給付と同様の収益認識と
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�　期末日における取引の進捗度の測定の

信頼性

�　発生した原価および取引完了に要する

原価の測定の信頼性

�　実施した工事に対してその時点までに

発生した工事契約原価が，契約の見積工

事契約総原価に占める割合（将来の作業

に関連して発生した原価は契約の進捗度

を決定する際の発生原価には含めない）

�　実施した工事の調査

�　契約に基づく工事の物理的な完成割合

�　契約の完了に要する工事契約原価と期

末日現在の契約の進捗度の両方が信頼性

をもって測定できる。

�　実際に発生した工事契約原価を従前の

見積りと比較できるように，契約に帰属

させることができる工事契約原価を明確

に識別でき，かつ，信頼性をもって測定

できる。
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なるためここでは割愛した。

５　複数要素取引等

�　取引の構成要素への分解

　なお，上記以外に，ＩＡＳ１８号において複

数要素取引についての規定されていることに

留意する必要がある。ＩＡＳ１８号は，取引の

実質を反映するために，単一取引の個別に識

別可能な構成部分ごとに認識要件を適用する

ことを要求している。例えば，製品の販売価

格が，その後発生する役務提供について識別

可能な額を含む場合には，その額は繰り延べ

られ，役務が提供される期間にわたり収益と

して認識される（ＩＡＳ１８号１３項）。

�　複数構成要素の結合

　また，逆に，その経済的効果を一連の取引

として考えないと理解できないような複数の

取引が行われるときには，その複数の取引を

一体として，認識要件を適用する。例えば，

企業は物品を販売し，同時にその物品を後日

買い戻すという契約がある場合，２つの取引は

一体として取り扱われることがある（ＩＡＳ

１８号１３項）。

１　日本基準の収益認識に関する

　考え方
　

　日本基準では，「企業会計原則」において

売上高の計上基準として実現主義の考え方が

とられてきた。実現主義の収益の認識におい

ては，一般的に「財貨の移転または役務の提

供の完了」とそれに対する現金または現金等

価物その他資産の取得による「対価の成立」

を要件とすると考えられてきたが，それ以上

に詳細な指針は規定されておらず，多くは実

務慣行に委ねられてきたと考えられる。

２　物品の販売及び役務の給付

　日本基準の「財貨の移転の完了」の条件を

ＩＡＳ１８号の物品の販売の収益認識の要件に

あてはめて考えると，物品の所有に伴う重要

なリスクと経済価値の移転，重要な継続的関

与がないこと，原価の額の測定の信頼性に関

連して考えることができる。また，「対価の

成立」の条件も，収益の額の測定の信頼性，

経済的便益の流入の可能性に関連して考える

ことができる。ただし，重要なリスクと経済

価値の移転の条件として，売り手の追加の履

行義務，返品の可能性などの検討を明示的に

要求していることが，ＩＡＳ１８号の適用上の

留意点であると考えられる。

　一方，「役務の提供の完了」については，

日本基準では一般的に進行基準の考え方がと

られていなかった。これに対し，「工事契約

に関する会計基準」において，工事契約及び

受注制作のソフトウェアについては，工事進

行基準の考え方が適用されることになった。

なお，請負契約であっても専らサービスの提

供を目的とする契約には進行基準の考え方が

適用されていないために，ＩＡＳ１８号の適用

にあたっては進行基準の適用法の検討が必要

とされる。さらに，ＩＡＳ１８号では役務の提

供に関する取引の成果を，信頼性を持って測

定できない場合については原価回収基準が適

用されることに留意する必要がある（注）。

３　工 事 契 約

　平成２１年３月３１日以後開始する事業年度か

ら，ＩＡＳ１１号とコンバージェンスした「工

事契約に関する会計基準」が適用されること

になった。「工事契約に関する会計基準」では，

仕事の完成に対して対価が支払われる請負契

約のうち，土木，建築，造船や一定の機械装

置の製造等，基本的な仕様や作業内容を顧客

１　収益認識に係る会計　

Ⅱ　収益の認識について Ｉ ＦＲＳを適用する際の留意点



の指図に基づいて行う契約を工事契約として，

工事進行基準が適用されるが，対象はＩＡＳ

１１号と同じと考えることができる。

　なお，「工事契約に関する会計基準」では，

工事の進行途上に，その進捗部分について成

果の確実性が認められない場合には，工事完

成基準が適用される。しかし，ＩＡＳ１１号に

おいては工事契約の結果が信頼性をもって見

積ることができない場合については，原価回

収基準が適用されることに留意する必要があ

る。

４　複数要素取引

　日本基準では，実務対応報告１７号「ソフト

ウェア取引の収益に会計処理に関する実務上

の取扱い」が，ソフトウェア取引の複数要素

取引について規定している。

　実務対応報告１７号では，収益認識時点が異

なる複数の取引が１つの契約とされていても，

管理上の適切な区分に基づき，販売する財ま

たは提供するサービスの内容や各々の金額の

内訳が顧客との間で明らかにされている場合

には契約上の対価を適切に区分して，その区

分ごとの財貨の移転または役務の提供の完了

時に収益認識するとされている。

　また，財とサービスの複数要素取引であっ

ても，一方の取引が他方の主たる取引に付随

して提供される場合には，その主たる取引の

収益認識時に一体として会計処理するとされ

ている。

　上記の取引ごとに，日本基準とＩＦＲＳを

比較すると，図表３のようになる。
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【図表３】　日本基準とＩＦＲＳの比較

日　本　基　準ＩＦＲＳ

（認識要件）

・財貨の移転の完了

・対価の成立

（認識要件）

・経済的便益の発生の可能性

・収益の測定の信頼性

・リスクと経済価値の移転

・売り手の継続的な管理上の関与等の

消滅

・原価の測定の信頼性

物品の販売

（会計処理）

・完了基準

　但し，受注制作のソフトウェアにつ

いては工事進行基準が適用される。

（会計処理）

・進行基準及び原価回収基準

役務の給付

（認識要件）

・役務提供の完了

・対価の成立

（認識要件）

・経済的便益の発生の可能性

・収益の測定の信頼性

・進捗度の測定の信頼性

・原価の測定の信頼性

（会計処理）

・工事進行基準及び工事完成基準

（会計処理）

・工事進行基準及び原価回収基準

工 事 契 約

（識別要件）

・受注制作のソフトウェアについて規

定があり，管理上適切な区分がなさ

れ，顧客と内容と金額が明らかにさ

（識別要件）

・取引の実質を反映するために，単一

取引の個別に識別可能な構成部分ご

とに認識要件を適用する。

複数要素取引
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１　背　　　景

　このようなＩＦＲＳのＩＡＳ１８号，ＩＡＳ

１１号による収益の認識のアプローチの見直し

が，現在ＩＡＳＢとＦＡＳＢで行われている。

米国基準には，収益認識の指針が１００以上ある

が，多くは業界固有の基準であり，また経済

的に同一の取引に対して矛盾した結論を導く

可能性があること，またＩＦＲＳには，ＩＡ

Ｓ１８号「収益」およびＩＡＳ１１号「工事契約」

の２つの基準があるが，基礎となる原則は矛

盾しており，また曖昧で単純な取引以外には

適用が難しく，特に，複数要素または複数提

供物が含まれる取引が含まれる取引に対応が

できていないという不備が指摘されてきたか

らである。

　こうしたことを背景に，２００８年１２月に，Ｉ

ＡＳＢおよびＦＡＳＢは，共同で討議資料「顧

客との契約における収益認識についての予備

的見解」を公表した。

２　現行のＩＦＲＳの収益認識基準

　の問題点
　

　討議資料では，ＩＡＳ１８号とＩＡＳ１１号に

関連して以下の３つの不備を指摘している。

�　支配と経済価値とリスクの移転

　その一つは，フレームワークが，資産を

「過去の事象の結果として特定の企業が支配

し，かつ，将来の経済的便益が当該企業に流

入すると期待される資源」と定義して支配を

重視していることと，ＩＡＳ１８号が収益の認

識を重要なリスクおよび経済価値の買手への

移転した時点に依拠することとが矛盾してい

るというものである（討議資料ｐａｒａ．１．１０，１．

１１）。

　図表４のように支配が買い手に移転してい

るにも係らず売り手にリスク・経済価値の負

担が残る場合，売り手に支配していない資産

が計上され，買い手に支配している資産が計

上されないことになるが，このことはフレー

ムワークの資産の概念と矛盾した結果を生じ

させている。

�　複数要素契約のガイダンスの不足

　つぎに，現行のＩＡＳ１８号では，二つ以上

の物品又は役務の提供が含まれる複数要素契

約については，本稿�５で解説した１３項が規

定されているだけでガイダンスが不足してい

ることが指摘されている。ＩＡＳ１８号におい

１　収益認識に係る会計　

Ⅲ　新しい収益認識のアプローチ

　れている場合に分割する。

・一方の取引が他方の主たる取引に付

随して提供される場合は，一体とし

て収益認識する。

・一連の取引とすべき複数要素取引に

ついては，一体として認識要件を適

用する。

【図表４】　支配とリスク・経済価値の移転

買　い　手売　り　手

支配

　
　
　
　
 　
　

▼

クと経済価値の負担リス

▲　
　
　
　
　
　

物　　品　　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 �物　　品



ては取引の実質を反映するために，単一の取

引における個別に識別可能な構成要素に対し

て収益認識基準を適用することが必要とされ

ているが，どのように単一の取引を構成要素

に分解するか，分解された複数要素のそれぞ

れの収益の認識をいつ行うかが明確でなく，

また構成要素の測定方法が明示されていない

（討議資料ｐａｒａ．１．１２）。

�　ＩＡＳ１１号とＩＡＳ１８号との整合性

　そして，ＩＡＳ１１号では工事進行基準が規

定され，作業の進捗により収益が認識される

ことになるが，建設中の項目に対する支配も

所有とリスクと経済価値も顧客に移転してい

るとはいえない。したがって，工事進行基準

では顧客への資産が移転していない時点で収

益認識がされるが，ＩＡＳ１８号ではリスクと

経済価値の移転により資産が顧客に移転する

ときに収益を認識され，両者に矛盾が生じて

いる（討議資料ｐａｒａ．１．１５，１．１６）。

３　新しいアプローチの考え方

�　新しいアプローチの概要

　現行のＩＦＲＳについての上記の不備や矛

盾点を克服するため，討議資料では，フレー

ムワークの資産の定義に立ち返り，収益の認

識のアプローチを検討している。

　提案された収益認識モデルでは，顧客との

契約に基づいた収益認識原則を基礎に，契約

における履行義務を識別し，当該履行義務の

充足に着目し収益を認識し，そして当該履行

義務を測定することを通じて収益を測定する

もので，契約当事者間の契約上の資産，負債

に焦点を当てたアプローチが採用されている。

�　契約ポジション

　顧客との契約は，企業に顧客から対価を受

取る権利をもたらすとともに顧客へ（物品ま

たは役務のかたちで）資産を移転する義務を

課している。討議資料では，このような契約

上の権利と義務の組合せ，すなわち権利と義

務の正味の契約ポジションは，企業の権利と

義務の関係に応じて単一の資産または負債を

生じさせるとされている。その結果，もし残

りの権利の測定値が残りの義務の測定値を超

えていれば契約は資産となり，残りの義務の

測定値が残りの権利の測定値を超えていれば，

契約は負債となる。この契約資産または負債

は，企業の残りの権利および義務に対する契

約における正味の契約ポジションを反映して

いる（ｐａｒａ．２．２３）。このような正味の契約ポ

ジションは図表５のように示すことができる。

�　正味の契約ポジションの変動

　ＩＡＳ１８号は，フレームワークに基づいて

収益を資産の増加，負債の減少，または両者

の組合せであると定義している（討議資料ｐａ

ｒａ．１．１９）。討議資料は，この収益の定義に基

づき，契約上の資産，負債からなる正味の契

約ポジションの変動に着目し，収益の認識に

結びつけている。

�　正味の契約ポジションの減少

　顧客が支払いを行うと企業は契約上の支払

を受ける権利を失うので，契約における企業

の正味の契約ポジションは減少する，すなわ

ち契約資産が減少するか，契約負債が増加す

る。上記のＩＡＳ１８号の収益の定義からは，

資産の減少または負債の増加のいずれもが収

益認識につながらない（討議資料ｐａｒａ．２．３０）。

�　正味の契約ポジションの増加

　一方，企業が物品または役務を提供した場

合，契約における企業の正味のポジションは

増加する。すなわち，契約上の権利は不変で

あるが，契約上の義務が減少したことにより

正味の契約ポジションが増加する。このよう
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【図表５】　正味の契約ポジション

契約負債（資産を移転する義務）
契約資産（対価を受け取る権利）

 正味の契約ポジション
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な企業の履行により，契約資産の増加または

契約負債の減少するため，収益認識につなが

る（討議資料ｐａｒａ．２．３１）。

　上記の正味ポジションの増加，減少は図表

６のとおり整理される。

�　履行義務の識別

�　履行義務の分割

　契約上の履行義務とは，顧客に対し資産（物

品または役務）を移転する契約における約束

であり，この契約上の約束は明示的な場合も

非明示的な場合もある。財貨を提供する約束

を行ったとき，顧客に資産を移転することが

見込まれる（討議資料ｐａｒａ．３．２－３．７）。同様

に，サービスを提供する契約を行ったとき，

顧客が資産を即時に費消するとしても資産を

提供することが見込まれる（討議資料ｐａｒａ．

３．１３－３．１６）。

　もし約束した資産が，いくつかの異なる時

点で顧客に移転される場合は，履行義務を分

割して会計処理する（討議資料ｐａｒａ．３．２１－

３．２５）。すなわち，顧客が約束の資産を異な

るタイミングで受け取る場合にのみ，企業は，

契約上の約束を個別の履行義務に分割する必

要がある（討議資料ｐａｒａ．３．４５）。

�　販売促進のインセンティブ

　討議資料では，販売促進でギフトカードを

顧客に渡した場合，企業の割引価格で資産を

移転する約束は識別すべき履行義務であると

されている。しかし，将来の購入について割

引を受ける権利を顧客に付与した場合には，

約束した割引は将来の契約にのみ関連するの

で既存の契約における履行義務ではないとい

う考え方も示されている（討議資料ｐａｒａ．

３．２７－３．３３）。

�　返品権付販売

　また，討議資料では返品権付販売について

取り扱われており，物品の販売に伴い返品権

を提供するという顧客との契約による約束を

履行義務とする考え方と，顧客に対して返品

権を提供する企業の約束は履行義務ではなく，

顧客が当該取引を巻き戻すことできるため返

品権が消滅するまで販売は発生しないとする

考え方が示されている。後者においては，返

品される可能性の高い物品の割合を企業が予

測できるほど多くの均一な取引が企業にある

場合，返品しないと予測する取引の分だけ収

益を認識することとなる（討議資料ｐａｒａ．３．

３４－３．４２）。

　以上のとおり，討議資料では図表７に示し

たように契約は様々な履行義務に分割する可

能性が示されている。

�　履行義務の充足

�　支配の移転

　企業が履行義務を充足し，約束した資産（財

貨またはサービス）を移転したときに，収益

が認識される。なお，資産が移転されたとき

１　収益認識に係る会計　

【図表６】　正味の契約ポジションの増減（討議資料ｐａｒａ．２．３２）

契　約　負　債契　約　資　産正　　味　　の
契約ポジション

増　　加減　　少減　　少
顧客による支払い

（残存する権利を減少させる）

減　　少

（企業は収益を認識）

増　　加

（企業は収益を認識）
増　　加

企業による商品及びサービス

の提供

（残存する義務を減少させる）

【図表７】　履行義務の分割

物品の引渡義務

履行義務
役務の完了義務

インセンティブ提供義務（？）

返品権の提供受入義務（？）



は，顧客が資産の支配を獲得したときである

とされている（討議資料ｐａｒａ．４．５９）。

　物品の場合には，物品が顧客の資産となる

よう商品の支配を獲得したとき，履行義務が

充足される。典型的には，顧客が物品を物理

的に占有したときである。役務の場合には，

同様に役務が顧客の資産となったときに履行

義務が充足され，顧客が約束した役務を受

取った時点で生じる。役務は顧客の既存の資

産の価値を増す場合もあるが，直ちに費消さ

れ資産として認識されない場合もある（討議

資料ｐａｒａ．４．５９－４．６０）。

　したがって，企業が契約を履行する活動は，

同時に顧客に資産を提供した時点において収

益が認識される。例えば，顧客のために資産

を建設する工事契約において，資産が建設プ

ロセスを通じて顧客に対して譲渡された場合

にのみ，建設中の履行義務を充足したことに

なる。これは，資産の建設にしたがい顧客の

資産となるように，部分的に建設された資産

を顧客が支配する場合に該当する（討議資料

ｐａｒａ．４．６２）。

　ＩＡＳ１１号では，工事契約の進捗度を基礎

に収益が認識されてきたが，今回の討議資料

に記載された新しい収益認識のアプローチに

よれば，建設活動等が顧客への資産の移転に

つながらず履行義務を充足しない場合，契約

における企業の正味の契約ポジションは増加

せず，建設段階においては収益が認識されな

いことになる。すなわち，顧客が建設中の資

産を支配してない場合には収益は認識されな

いことになる（討議資料ｐａｒａ．６．１９）。

�　リスクと経済価値の移転の取扱い

　また，討議資料は，支配の移転と資産の所

有に係るリスクと経済価値の移転を区別して

考えており（ｐａｒａ．４．１０），従来のＩＡＳ１８号

の収益の認識要件であるリスクと経済価値の

移転に代えて，顧客への資産の支配の移転を

収益の認識において重視している。これは，

資産のリスクと経済価値がほとんど顧客に移

転したかどうかの企業の判断は取引ごとに異

なる可能性があるから，資産の支配の移転に

着目した方がより明確に取引の内容を表示で

きるからであるとしている（討議資料ｐａｒａ．

４．１７）。

�　測　　　定

�　履行義務の当初測定

　既述のとおり契約ポジションの変動は収益

の認識につながるが，このような契約ポジ

ションは，企業が顧客と契約を締結した時点

と，企業が契約における義務を充足した時点

で変動すると考えられる（討議資料ｐａｒａ．

２．３３）。この契約ポジションの変動は，履行

義務の当初測定において，図表８に示した現

在出口価格アプローチと当初取引価格アプ

ローチの２つの観点から論じられている。
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【図表８】　現在出口価格アプローチと当初取引価格アプローチ

当初取引価格アプローチ現在出口価格アプローチ

履行義務を当初取引価格（すなわち，約束

の商品やサービスと引換えに顧客が約束し

た対価）によって測定。

期末日において独立の第三者に対して履行

義務を譲渡する場合に企業が支払うことと

なる金額で履行義務を測定。

測
定
値

契約開始時点では契約資産，契約負債はと

もに取引価格で測定されるので正味の契約

ポジションは生じない。そして，契約の義

務の充足によって正味ポジションが発生し

た場合にのみ収益は認識されることになる

（討議資料ｐａｒａ．５．２８）。

履行義務を第三者に譲渡する金額で測定す

ることになるが，企業は契約獲得に関連す

るコストやマージンを含めて回収するため，

通常であれば顧客に対する契約上の資産が

履行義務である契約負債を上回り正味の契

約ポジションが顧客との契約開始時に生じ

る（討議資料ｐａｒａ．５．１８）。

損
益
へ
の
影
響
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　討議資料では，契約において約束した商品

やサービスを顧客に移転する前に企業が収益

を認識することを認めるアプローチに違和感

があり，また履行義務の測定に出口価格を見

積もることの複雑性や，企業が履行義務の第

三者への譲渡を意図していないにもかかわら

ず出口価格で測定することは直感に反するこ

とを考慮し（討議資料ｐａｒａ．５．２０－５．２２），当

初取引価格アプローチにより履行義務を取引

価格で当初測定されなければならないとして

いる（討議資料ｐａｒａ．５．１０３）。したがって，

契約開始時点では契約資産，契約負債ともに

取引価格で測定されるので正味ポジションは

ゼロとなり，収益は認識されない。

�　履行義務の事後測定

（�）　履行義務の減少による収益の認識

　履行義務の事後測定において，顧客への財

貨およびサービスの移転により履行義務を充

足，すなわち物品の支配の移転によって生じ

る変動が捕捉される（討議資料ｐａｒａ．５．４１）。

企業がまだ履行義務を充足していないのであ

ればその義務は取引価格で測定され，企業が

履行義務を充足すればその義務の測定値はゼ

ロとなり，履行義務の当初測定に等しい収益

が認識される（討議資料ｐａｒａ．５．４１）。すなわ

ち，オフバランスであった契約ポジションが

図表９に示したかたちでオンバランスされる。

（�）　契約損失の認識　

　契約締結後の履行義務は，履行義務が不利

となったとみなされないかぎり更新されない。

しかし，履行義務は，企業の履行義務の充足

についての予測コストが履行義務の帳簿価額

を超過した場合に不利となる。以下の図表１０

に示したように，履行義務は，それを充足す

るための企業の予測コストで再測定され，契

約損失を認識することになる（討議資料ｐａｒａ．

５．１０５）。たとえば，ＩＡＳ１１号でも，工事契

約総原価が工事契約総収益を超過する可能性

が高いとき，予想される損失が直ちに費用と

認識されるが，この考え方と同様に討議資料

では契約が不利となった場合には，履行義務

が充足されていなくても契約損失を認識する

こととしている。この例外は取引価格アプ

ローチでは履行義務を過少評価してしまう欠

陥を補うかたちで提案されている（討議資料

ｐａｒａ．５．３６）。

　従来の我が国の収益の認識は実現主義を基

礎に行われきたが，現行のＩＦＲＳはリスク

と経済価値の移転を重視している。したがっ

て，ＩＦＲＳを適用する場合には，リスクと

経済価値の移転の観点から実際の取引につい

て収益の認識時点の妥当性の検討を行う必要

があると考えられる。また，ＩＦＲＳは複数

要素取引の識別を，収益に係る取引一般に求

めているため留意する必要があると考えられ

る。

　一方，現在，ＩＡＳＢ，ＦＡＳＢでは，個々

の取引におけるリスクと経済価値に着目する

１　収益認識に係る会計　

お　わ　り　に

【図表９】　履行義務の充足による収益の認識

収　　益契約資産（対価を受け取る権利）

【図表１０】　契約損失の認識の例外

予測コスト
　取引価格履行義務契約上の権利

契約損失



のではなく，顧客との契約関係から履行義務

として収益を識別し，履行義務の充足により

収益を認識する考え方が提案されている。こ

の考え方は，工事契約の収益の認識に影響を

与えることも予想され，今後の議論の動向も

注目される。

　（注）　２００９年７月９日に日本公認会計士協会か

ら公表された会計制度委員会報告第１３号

「我が国の収益認識に関する研究報告（中

間報告）－ＩＡＳ第１８号「収益」に照らした

考察－」における「４．本研究報告の要点

　�収益認識に関する考え方（ＩＡＳ１８と

の比較を通して）」における分析を参照して

いる。

（了）
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